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家計調査の変更について（諮問）
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標記について、 平成29年12月初日付け総統消第265号により総務大臣から別添「基幹統計

調査の変更について（申請）」のとおり申請があったところ、 その承認の適否を判断する

に当たり、 統計法（平成19年法律第53号）第11条第2項において準用する同法第9条第4

項の規定に基づき、 統計委員会の意見を求める。
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総 務 大 臣 殿

総統消第265号

平成29年12月26日

総 務 大

基幹統計調査の変更について（申請）

下記調査の変更について、 統計法（平成19年法律第53号）第11条第1項の規定に基づく

承認を受けたいので、 別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、 申請します。

記

家計調査

主管部課 統計局統計調査部消費統計課

事務担当者 高橋 大 電話03 (5273) 1172 

e-mail w-kikakul@soumu.go.jp 

【資料４－２の別添】
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申 請 事 項 記 載 書

１ 調査の名称 家計調査

２ 変更の内容

変 更 案 変 更 前 変更理由

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項

調査に用いる調査票及び報告を求める事項は、以下のとおり。

調査票の名称 報告を求める事項 

家計簿Ａ（二人以上の世帯用） 別紙２－１ 毎月の収入及び支出に関する事項 

ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいず

れにも該当しない世帯については、支出

に関する事項 

家計簿Ｂ（二人以上の世帯用） 別紙２－２ 

家計簿Ａ（単身世帯用） 別紙２－３ 

家計簿Ｂ（単身世帯用） 別紙２－４ 

年間収入調査票 別紙２－５ 年間収入に関する事項 

貯蓄等調査票（注１） 別紙２－６ 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項 

世帯票 別紙２－７ 世帯及び世帯員に関する事項 

住居に関する事項 準調査世帯票（注２）
別紙２－８ 

（注１）二人以上の世帯のみ行う。

（注２）前記４（２）の方法により選定された世帯で、やむを得ない理由により除外さ

れた世帯（以下「準調査世帯」という。）について用いる。

なお、「家計簿Ｂ」（別紙２－２及び２－４）は、平成 30年 12月までの

間、総務大臣が指定する市町村の単位区において使用する。平成 31 年１

月からは、「家計簿Ａ」（別紙２－１及び２－３）を全調査世帯において「家

計簿」として使用する。

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項

調査に用いる調査票及び報告を求める事項は、以下のとおり。

調査票の名称 報告を求める事項 

家計簿Ａ（二人以上の世帯用） 別紙２－１ 毎月の収入及び支出に関する事項 

ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいず

れにも該当しない世帯については、支出

に関する事項 

家計簿Ｂ（二人以上の世帯用） 別紙２－２ 

家計簿Ａ（単身世帯用） 別紙２－３ 

家計簿Ｂ（単身世帯用） 別紙２－４ 

年間収入調査票 別紙２－５ 年間収入に関する事項 

貯蓄等調査票（注１） 別紙２－６ 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項 

世帯票 別紙２－７ 世帯及び世帯員に関する事項 

住居に関する事項 準調査世帯票（注２）
別紙２－８ 

（注１）二人以上の世帯のみ行う。

（注２）前記４（２）の方法により選定された世帯で、やむを得ない理由により除外

された世帯（以下「準調査世帯」という。）について用いる。

なお、「家計簿Ｂ」（別紙２－２及び２－４）は、平成 30年 12月までの

間、総務大臣が指定する市町村の単位区において使用する。平成 31 年１

月からは、「家計簿Ａ」を「家計簿」として使用する。

記載の整理

別紙

-
 2

 -



（２）基準となる期日又は期間

① 家計簿
（注３）

：毎日

② 年間収入調査票：家計簿記入開始月
（注４）

までの過去１年間

③ 貯蓄等調査票：調査期間３か月目の初日

④ 世帯票、準調査世帯票：家計簿記入開始前

（注３）以下、単に「家計簿」と記載する場合、特段の指定がない限り、「家計簿

Ａ」及び「家計簿Ｂ」の総称として用いる。 

（注４）通常は、家計簿記入開始月は調査期間開始月と同じになる。ただし、調

査期間中に、移転や長期入院などにより調査の続行が不可能となった場

合、途中で世帯を交替するため、交替後の世帯は、交替前の世帯の残存期

間のみの報告を求められる。このような場合、家計簿記入開始月は、本来

の調査期間開始月と同じにはならない。

６ 報告を求めるために用いる方法 

（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 ■オンライン調査 □その

他（    ）） 

イ 調査の方法

① 「家計簿」、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査

員又は前記ア③に基づき指導員が、調査世帯ごとに配布し、調査

世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者が記入した調査票を取集す

ることにより行う。 

なお、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査世帯に

より密封されたものを取集する。 

② 「世帯票」及び「準調査世帯票」は、調査員又は前記ア③に基

づき指導員が、調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者に質問す

ることにより行う。

（２）基準となる期日又は期間

① 家計簿：毎日

② 年間収入調査票：家計簿記入開始月
（注３）

までの過去１年間

③ 貯蓄等調査票：調査期間３か月目の初日

④ 世帯票、準調査世帯票：家計簿記入開始前

（注３）通常は、家計簿記入開始月は調査期間開始月と同じになる。ただし、調

査期間中に、移転や長期入院などにより調査の続行が不可能となった場

合、途中で世帯を交替するため、交替後の世帯は、交替前の世帯の残存期

間のみの報告を求められる。このような場合、家計簿記入開始月は、本来

の調査期間開始月と同じにはならない。 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 ■オンライン調査 □その

他（    ）） 

イ 調査の方法

① 「家計簿」、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査

員又は前記ア③に基づき指導員が、調査世帯ごとに配布し、調査

世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者が記入した調査票を取集す

ることにより行う。 

なお、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査世帯に

より密封されたものを取集する。 

② 「世帯票」及び「準調査世帯票」は、調査員又は前記ア③に基

づき指導員が、調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者に質問す

ることにより行う。 

記載の整理
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③ 調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者は、「家計簿」、「年間収

入調査票」及び「貯蓄等調査票」について、総務省が設けるオン

ラインシステムを利用して回答することができる。ただし、「家計

簿Ｂ」（別紙２－２及び２－４）を用いる単位区を除く。 

また、調査員又は前記ア③に基づく指導員は、「世帯票」及び 

「準調査世帯票」について、総務省が設けるオンラインシステム

を利用して報告することができる。 

なお、オンラインシステムの利用に際しては、識別コード（利

用者ＩＤ）及びパスワードによる主体認証を行う機能を設けると

ともに、暗号化した状態でのデータ送信を行う。 

９ 調査結果の公表の方法及び期日

調査の結果は、集計完了の都度、印刷物の発行、インターネットへの

掲載及び閲覧に供する方法で公表する。（詳細は、別紙４のとおり） 

③ 調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者は、「家計簿」、「年間収

入調査票」及び「貯蓄等調査票」について、総務省が設けるオン

ラインシステムを利用して回答することができる。なお、「家計簿

Ｂ」（別紙２－２及び２－４）を用いる単位区を除く。 

また、調査員又は前記ア③に基づく指導員は、「世帯票」及び

「準調査世帯票」について、総務省が設けるオンラインシステム

を利用して報告することができる。 

９ 調査結果の公表の方法及び期日

調査の結果は、集計完了の都度、印刷物の発行、インターネットへの

掲載及び閲覧に供する方法で公表する。（詳細は、別紙４のとおり） 

オンライン調

査のセキュリ

ティ対策につ

いて追記

公表時期の変

更に伴い、記述

を変更
別紙４

印刷物

[家計収支編]

　年　月分（月平均） 原則として、 家計調査報告

調査月の翌々

・収入と支出 月上旬

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 〃

四半期の最終

・収入と支出 調査月の翌々

月上旬

　年（年平均）

　年（月平均、四半期平均、年平均、年度平均）

[貯蓄・負債編]

(略)（略）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯（全国）

(略)

(略）

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

結果の公表の方法及び期日一覧

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備 考

●二人以上の世帯（全国）

別紙４

印刷物

[家計収支編]

　年　月分（月平均） 原則として、 家計調査報告

調査月の翌月

・収入と支出 下旬

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 〃

四半期の最終

・収入と支出 調査月の翌々

月中旬

　年（年平均）

　年（月平均、四半期平均、年平均、年度平均）

[貯蓄・負債編]

結果の公表の方法及び期日一覧

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備 考

(略) (略)

●二人以上の世帯（全国）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯（全国）

(略)

(略）

（略）

(略) (略)

(略) (略)
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[家計収支編]

　年　月分（月平均、日平均） 原則として、
●二人以上の世帯 調査月の翌月

下旬
・収入と支出
・品目別購入数量、支出金額等
・日別支出
・世帯属性別世帯分布

・収入と支出
・品目別支出金額等
・世帯属性別世帯分布

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 　　〃

四半期の最終

調査月の翌々

・収入と支出 月中旬
・品目別購入数量、支出金額等

・品目別支出金額等

　年（年平均）

　年度（年度平均）

[貯蓄・負債編]

(略) (略)

(略) (略)

(略) (略)

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備 考

インターネット
による公表及び
閲覧 e-Stat、

総務省ホームページ
及び
総務省統計図書館

（全国）

(略)

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯
（全国）

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

(略)

(略)

[家計収支編]

　年　月分（月平均、日平均） 原則として、
●二人以上の世帯 調査月の翌々

月上旬
・収入と支出
・品目別購入数量、支出金額等
・日別支出
・世帯属性別世帯分布

・収入と支出
・品目別支出金額等
・世帯属性別世帯分布

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 　　〃

四半期の最終

調査月の翌々

・収入と支出 月上旬
・品目別購入数量、支出金額等

・品目別支出金額等

　年（年平均）

　年度（年度平均）

[貯蓄・負債編]

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)(略)

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯
（全国）

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

(略)

(略)

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備 考

インターネット
による公表及び
閲覧 e-Stat、

総務省ホームページ
及び
総務省統計図書館

（全国）
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調査計画（変更後）（案） 

１ 調査の名称 

家計調査 

２ 調査の目的 

家計調査は、家計統計（国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的と

する基幹統計）を作成することを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲

全国

（２）属性的範囲

世帯

４ 報告を求める者 

（１）数

約 9,000 世帯（母集団の大きさ 約 5200万世帯）

二人以上の世帯 約 8,000 世帯 

単身世帯 約 1,000世帯 

（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出）（詳細は、別紙１のとおり）

ア 総務大臣の定める方法（市町村、単位区、世帯の層化３段抽出法）により、総務大臣が

指定する市町村の単位区において、都道府県が世帯を選定する。なお、単位区は、国勢調

査の調査区に基づく。 

イ 二人以上の世帯は、６か月間を調査期間とし、調査世帯は毎月６分の１ずつ、単位区は

毎月 12分の１ずつ交替する。 

ウ 単身世帯は、３か月間を調査期間とし、調査世帯は毎月３分の１ずつ、単位区は毎月６

分の１ずつ交替する。 

（３）報告義務者

報告義務者は、調査世帯の世帯主とする。

なお、調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わって報告することができる。
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項

調査に用いる調査票及び報告を求める事項は、以下のとおり。

調査票の名称 報告を求める事項 

家計簿Ａ（二人以上の世帯用） 別紙２－１ 毎月の収入及び支出に関する事項 

ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれ

にも該当しない世帯については、支出に関

する事項 

家計簿Ｂ（二人以上の世帯用） 別紙２－２ 

家計簿Ａ（単身世帯用） 別紙２－３ 

家計簿Ｂ（単身世帯用） 別紙２－４ 

年間収入調査票 別紙２－５ 年間収入に関する事項 

貯蓄等調査票
（注１）

 別紙２－６ 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項 

世帯票 別紙２－７ 世帯及び世帯員に関する事項 

住居に関する事項 準調査世帯票
（注２）

別紙２－８ 

（注１）二人以上の世帯のみ行う。 

（注２）前記４（２）の方法により選定された世帯で、やむを得ない理由により除外された世帯（以下「準

調査世帯」という。）について用いる。 

なお、「家計簿Ｂ」（別紙２－２及び２－４）は、平成 30 年 12 月までの間、総務大臣が指定す

る市町村の単位区において使用する。平成 31年１月からは、「家計簿Ａ」（別紙２－１及び２－３）

を全調査世帯において「家計簿」として使用する。 

（２）基準となる期日又は期間

① 家計簿
（注３）

：毎日

② 年間収入調査票：家計簿記入開始月
（注４）

までの過去１年間

③ 貯蓄等調査票：調査期間３か月目の初日

④ 世帯票、準調査世帯票：家計簿記入開始前

（注３）以下、単に「家計簿」と記載する場合、特段の指定がない限り、「家計簿Ａ」及び「家計簿Ｂ」の総

称として用いる。 

（注４）通常は、家計簿記入開始月は調査期間開始月と同じになる。ただし、調査期間中に、移転や長期入

院などにより調査の続行が不可能となった場合、途中で世帯を交替するため、交替後の世帯は、交替

前の世帯の残存期間のみの報告を求められる。このような場合、家計簿記入開始月は、本来の調査期

間開始月と同じにはならない。 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織

総務省－都道府県－統計調査員（指導員）－統計調査員（調査員）－報告者

（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 ■オンライン調査 □その他（   ）） 

ア 統計調査員

① 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当する単位区内にある調査世帯

に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 

② 前記①にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員（以下「指導員」という｡）

は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員（指導員を除く。以下「調査員」と

- 7 -



いう。）に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を

行う。 

③ 前記①及び②にかかわらず、特別の事情により調査員が前記①の事務の一部を行うこ

とができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行う。 

イ 調査の方法

① 「家計簿」、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査員又は前記ア③に基づ

き指導員が、調査世帯ごとに配布し、調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者が記入し

た調査票を取集することにより行う。 

なお、「年間収入調査票」及び「貯蓄等調査票」は、調査世帯により密封されたものを

取集する。 

② 「世帯票」及び「準調査世帯票」は、調査員又は前記ア③に基づき指導員が、調査世

帯の世帯主又は世帯主に準ずる者に質問することにより行う。 

③ 調査世帯の世帯主又は世帯主に準ずる者は、「家計簿」、「年間収入調査票」及び「貯蓄

等調査票」について、総務省が設けるオンラインシステムを利用して回答することがで

きる。ただし、「家計簿Ｂ」（別紙２－２及び２－４）を用いる単位区を除く。 

また、調査員又は前記ア③に基づく指導員は、「世帯票」及び「準調査世帯票」につい

て、総務省が設けるオンラインシステムを利用して報告することができる。 

なお、オンラインシステムの利用に際しては、識別コード（利用者ＩＤ）及びパスワ

ードによる主体認証を行う機能を設けるとともに、暗号化した状態でのデータ送信を行

う。 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期

毎月

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

ア 「世帯票」及び「準調査世帯票」は、調査世帯の家計簿記入開始前までに調査員又は前

記ア③に基づき指導員が記入し提出する。 

イ 「家計簿」は、１か月を２期に分け、１期分の家計簿は、家計簿記入開始月から毎月 15

日の直後に提出する。また、２期分の家計簿は、家計簿記入開始翌月から毎月初日の直後

に提出する。 

ウ 「年間収入調査票」は、家計簿記入開始翌月の初日の直後に提出する。

エ 「貯蓄等調査票」は、調査期間３か月目の 15日の直後に提出する。

８ 集計事項 

次の事項について集計する。（詳細は、別紙３のとおり） 

（１）家計収支編

ア １世帯当たり１か月間の収入と支出

イ １世帯当たり品目別支出金額

ウ 各種世帯属性別世帯分布
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（２）貯蓄・負債編

ア １世帯当たり１か月間の収入と支出

イ 貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

ウ 持家世帯：貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

エ 負債保有世帯：貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

オ 各種世帯属性別世帯分布

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

調査の結果は、集計完了の都度、印刷物の発行、インターネットへの掲載及び閲覧に供する

方法で公表する。（詳細は、別紙４のとおり） 

10 使用する統計基準 

集計に用いる産業分類は、日本標準産業分類を使用する。また、職業分類については、世帯

票（別紙２－７）により「本人のしている仕事の内容」として報告を求めているが、就業・非

就業の別や勤め先も加味した独自の分類を用いるため、日本標準職業分類は使用しない。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票 ２年 総務省統計局長 

調査票の内容（氏名を除く。）が転

写されている電磁的記録 
永年 総務省統計局長 

結果原表又は結果原表が転写され

ているマイクロフィルム若しくは

電磁的記録 

永年 総務省統計局長 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  該当事項なし 
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家計調査の標本抽出方法 

家計調査の標本抽出方法は、第１次抽出単位を市町村、第２次抽出単位を単

位区、第３次抽出単位を世帯とする層化３段抽出法による。 

第１次抽出では全国から168市町村を、第２次抽出では全国で1,346単位区を

抽出する。第３次抽出では、二人以上の世帯については１単位区当たり６世帯、

単身世帯については２単位区当たり１世帯を抽出する。抽出方法は以下のとお

り。 

１ 調査市町村の抽出（第１次抽出） 

全国の市町村を、直近の国勢調査結果を用いて、地理的配置や産業別特徴など

を考慮して 168層に層化し、各層から１市町村を抽出する。 

２ 調査単位区の抽出（第２次抽出） 

調査市町村内の全域を、国勢調査区を単位として、当該市町村に必要な調査員

数と同数の地域に分割し、その中から一定の方法で調査単位区を抽出する。 

３ 調査世帯の抽出（第３次抽出） 

調査員が各調査単位区を実地に踏査して世帯名簿を作成し、この名簿から、二

人以上の世帯については、「勤労者世帯」、「無職世帯」及び「勤労者・無職以外

の世帯」の区分ごとに割当世帯数を決め、１調査単位区当たり６世帯を乱数表に

より抽出する。 

また、単身世帯については２調査単位区当たり１世帯を乱数表により抽出する。

さらに、若年単身世帯の標本を確保するため、別途、寮・寄宿舎がある国勢調査

区から 12調査単位区を設定し、各調査単位区から６世帯を抽出する。 

別紙１ 
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○月△日 (□）家計簿

収入

〈 家 計 調 査 〉

二人以上の世帯用

家 計 簿
基幹統計
調査

秘

平成　　年　　月　　期分 １期 　１日 ～  15日
２期　16日 ～  月末

★この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。記入内容は、厳重に保護されますので、ありのままをご記入ください。

世  帯  区  分 市 町 村 番 号 単位区
符号

調査世帯
番号

一連世帯
番号

記入開始からの
月数

世帯
人員

就業
人員

勤労 無職 勤・無
以外 か月目 人人

総 務 省 統 計 局

家計調査
＜二人以上の世帯用＞

A

SAMPLE
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テキストボックス
別紙２－１ 家計簿A（二人以上）

005235
ノート注釈
005235 : Unmarked



1

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

口座自動振替による支払

支払内訳 （種類、品名等）
今月の支払分 クレジット

掛買い・月賦数量  金額(円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合計

Ⅰ
※「今月の支払分」については、この家計簿を記入した期間の支払分につい
て記入してください。

※クレジットカード、掛買い、月賦による購入分の支払をしたときには、「クレ
ジット 掛買い・月賦」欄に「○」を記入してください。

※「14 新聞代」及び「25～27 保険料」については、該当するものを「○」で
囲んでください。

電気料金

都市ガス料金

プロパンガス料金

水道料金

NHK放送受信料金

インターネット接続料

固定電話料金

携帯電話料金

ケーブルテレビ等受信料

新聞代

住宅ローンの返済

家賃

共益費又は管理費

月極駐車場料金

学校給食費 （ ）

学校授業料 （ ）

P T A会費 （ ）

学校教材費 （ ）

 （ ）

国民年金掛金 （ ）

〔 〕保険料

〔 〕保険料

〔 〕保険料

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月～ 月分）

（ 月～ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（ 月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（ 、　　月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（ 、　　月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（ 、　　月分）

kWh

kWh

㎥

㎥

うち　深夜電力

有料コンテンツ利用料

有料コンテンツ利用料以外の買い物代等

受信料に以下の内容が含まれる場合は
該当するものすべてを○で囲んでください。

うち 機器代金分割支払分（電話機器代金等）

インターネット接続料  ･  固定電話代  ･  携帯電話代  ･  その他     （  ）

・   その他一般的な商業新聞
（英字、地方、スポーツ紙を含む）

うち 携帯電話事業者による
代行徴収分

（　　　　　　  ）

（　　　　　　  　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）
［ ］

（　　　　　　）
（　　　　　　）

保育所・幼稚園
の保育料

SAMPLE
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2

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

口座自動振替による支払（つづき）Ⅰ
支払内訳 （種類、品名等）

今月の支払分

数量  金額(円）

合計

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

クレジット
掛買い・月賦

SAMPLE
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こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

3

月々の給与

年金・その他の収入

収入項目日付

本給（　　　月分）

扶養（家族）手当

住宅手当

通勤手当（　　　か月分）

時間外手当

（　　   　　　　　）手当

（　　   　　　　　）手当

所得税

住民税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

口座振込額

支給額 （円） 控除又は納付額（円）控除又は納付項目

賞与（ボーナス） 所得税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

（　　      　　　　　）年金

（　　      　　　　　）年金

（　　      　　　　　）年金

介護保険料額

後期高齢者医療保険料額

所得税額及び復興特別所得税額

個人住民税額

国民健康保険料（税）額

口座振込額

口座への入金（給与・年金等）［世帯主］Ⅱ

賞与

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

控除又は納付額（円）

控除又は納付額（円）

※あらかじめ印刷されている項目以外の「収入項目」、「控除又は納付項目」
は、その名称と金額を該当する欄の空いている行に記入してください。

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

SAMPLE
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こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

4

月々の給与

口座への入金（給与・年金等）［世帯主の配偶者］Ⅱ
※あらかじめ印刷されている項目以外の「収入項目」、「控除又は納付項目」
は、その名称と金額を該当する欄の空いている行に記入してください。

年金・その他の収入

収入項目日付

本給（　　　月分）

扶養（家族）手当

住宅手当

通勤手当（　　　か月分）

時間外手当

（　　   　　　　　）手当

（　　   　　　　　）手当

所得税

住民税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

支給額 （円） 控除又は納付額（円）控除又は納付項目

賞与（ボーナス） 所得税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

（   　　   　　　　　）年金

（   　　   　　　　　）年金

（   　　   　　　　　）年金

介護保険料額

後期高齢者医療保険料額

所得税額及び復興特別所得税額

個人住民税額

国民健康保険料（税）額

口座振込額

賞与

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

控除又は納付額（円）

控除又は納付額（円）

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

SAMPLE
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こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

5

月々の給与

口座への入金（給与・年金等）［世帯主との続き柄____］Ⅱ
※あらかじめ印刷されている項目以外の「収入項目」、「控除又は納付項目」
は、その名称と金額を該当する欄の空いている行に記入してください。

世帯主との続き柄を
記入してください（ ）

年金・その他の収入

収入項目日付

本給（　　　月分）

扶養（家族）手当

住宅手当

通勤手当（　　　か月分）

時間外手当

（　　   　　　　　）手当

（　　   　　　　　）手当

所得税

住民税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

支給額 （円） 控除又は納付額（円）控除又は納付項目

所得税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

（   　　   　　　　　）年金

（   　　   　　　　　）年金

（   　　   　　　　　）年金

介護保険料額

後期高齢者医療保険料額

所得税額及び復興特別所得税額

個人住民税額

国民健康保険料（税）額

口座振込額

賞与

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

控除又は納付額（円）

控除又は納付額（円）

賞与（ボーナス）

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

SAMPLE
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7

前期からの繰越金
（手持ち現金） 円

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

現金収入又は現金支出

❶収入の種類又は
支出の品名及び用途

❷現金収入 ❹現金支出❸数量
食料品は1か月目のみ
記入します

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

日（　　  曜日）

Ⅲ

（円） 単位 （円）

円本日の現金残高

SAMPLE
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こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

※プリペイド（前払い）方式の電子マネー（Suicaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「3」（プリペイド）を○で囲んでください。

※ポストペイ（後払い）方式の電子マネー（PiTaPaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「4」（ポストペイ）を○で囲んでください。

❸金額
自分の店の商品は
販売額を記入します

クレジット
掛買い・月賦 電子マネー

一
括
払
い

分
割
払
い

プ
リ
ペ
イ
ド

（
前
払
い
）

ポ
ス
ト
ペ
イ

（
後
払
い
）

商

品

券

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド

口
座
間
振
込
等

自
分
の
店
の
商
品

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8

備考

クレジット・電子マネーなど
現金以外による購入Ⅳ

❶品名、用途及び購入方法 ❷数量
食料品は1か月目のみ
記入します

該当する番号を〇で囲んで
ください（　　　　　　　　　　    ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

単位 （円）

1 2 3 4

8

SAMPLE

- 18 -



9

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

現金収入又は現金支出

❶収入の種類又は
支出の品名及び用途

❷現金収入 ❹現金支出❸数量
食料品は1か月目のみ
記入します

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

日（　　  曜日）

Ⅲ

（円） 単位 （円）

円本日の現金残高

SAMPLE

- 19 -



基幹統計調査

この調査は，統計法に基づき政府が実施する

基幹統計調査です。秘密の保護には万全を期して

いますので，ありのままを記入してください。

無職勤・無以外

SAMPLE

- 20 -

005235
テキストボックス
別紙２－２ 家計簿Ｂ（二人以上）



1 2 

SAMPLE

- 21 -



2 

SAMPLE

- 22 -



3 

前期からの繰越金
（手持ち現金） 円

4 

SAMPLE

- 23 -



4 

SAMPLE

- 24 -



家計簿 ○月△日 (□）

収入

〈 家 計 調 査 〉

単 身世帯用

家 計 簿
基幹統計
調査

秘

平成　　年　　月　　期分 １期 　１日 ～  15日
２期　16日 ～  月末

世  帯  区  分

勤労 無職 勤・無
以外

市 町 村 番 号 単位区
符号

一連世帯
番号

か月目

記入開始からの
月数

総 務 省 統 計 局

★この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。記入内容は、厳重に保護されますので、ありのままをご記入ください。

家計調査
＜単身世帯用＞

A

SAMPLE

- 25 -

005235
テキストボックス
別紙２－３ 家計簿Ａ（単身）



1

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

口座自動振替による支払

支払内訳 （種類、品名等） クレジット
掛買い・月賦

 金額(円）
（今月の支払分）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合計

Ⅰ
※「今月の支払分」については、この家計簿を記入した期間の支払分につい
て記入してください。

※クレジットカード、掛買い、月賦による購入分の支払をしたときには、「ク
レジット 掛買い・月賦」欄に「○」を記入してください。

※「14 新聞代」及び「20～22 保険料」については、該当するものを「○」で
囲んでください。

電気料金

都市ガス料金

プロパンガス料金

水道料金

NHK放送受信料金

インターネット接続料

固定電話料金

携帯電話料金

ケーブルテレビ等受信料

新聞代

住宅ローンの返済

家賃

共益費又は管理費

月極駐車場料金

国民年金掛金

〔　　　　　　　　　　〕保険料

〔　　　　　　　　　　〕保険料

〔　　　　　　　　　　〕保険料

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月～　　　　月分）

（　　　　月～　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（　　　　月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（　　　　月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（　　　　月分）

（  積立  ・  掛け捨て  ）（　　　　月分）

うち　深夜電力

有料コンテンツ利用料

有料コンテンツ利用料以外の買い物代等

受信料に以下の内容が含まれる場合は
該当するものすべてを○で囲んでください。

うち 機器代金分割支払分（電話機器代金等）

インターネット接続料  ･  固定電話代  ･  携帯電話代  ･  その他    （　　       　　　 ）

・   その他一般的な商業新聞
（英字、地方、スポーツ紙を含む）

うち 携帯電話事業者による
代行徴収分

（　　　　　　  ）

（　　　　　　  　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）
［　　　　　　　　　　　　　　　 ］

（　　　　　　）
（　　　　　　）

SAMPLE

- 26 -



2

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

口座自動振替による支払（つづき）Ⅰ
支払内訳 （種類、品名等）

合計

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

クレジット
掛買い・月賦

 金額(円）
（今月の支払分）

SAMPLE

- 27 -



こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

3

月々の給与

年金・その他の収入

収入項目日付

本給（　　　月分）

扶養（家族）手当

住宅手当

通勤手当（　　　か月分）

時間外手当

（　　   　　　　　）手当

（　　   　　　　　）手当

所得税

住民税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

口座振込額

支給額 （円） 控除又は納付額（円）控除又は納付項目

賞与（ボーナス） 所得税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

（　　      　　　　　）年金

（　　      　　　　　）年金

（　　      　　　　　）年金

介護保険料額

後期高齢者医療保険料額

所得税額及び復興特別所得税額

個人住民税額

国民健康保険料（税）額

口座振込額

口座への入金（給与・年金等）Ⅱ

賞与

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

控除又は納付額（円）

控除又は納付額（円）

※あらかじめ印刷されている項目以外の「収入項目」、「控除又は納付項目」
は、その名称と金額を該当する欄の空いている行に記入してください。

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

SAMPLE

- 28 -



こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

4

月々の給与

その他の収入

収入項目日付

本給（　　　月分）

扶養（家族）手当

住宅手当

通勤手当（　　　か月分）

時間外手当

（　　   　　　　　）手当

（　　   　　　　　）手当

所得税

住民税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

口座振込額

支給額 （円） 控除又は納付額（円）控除又は納付項目

賞与（ボーナス） 所得税

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

口座振込額

口座振込額

口座への入金（複数にお勤めの場合や左のページで欄が足りない場合にお使いください）Ⅱ

賞与

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

収入項目日付 支給額 （円） 控除又は納付項目

控除又は納付額（円）

控除又は納付額（円）

※あらかじめ印刷されている項目以外の「収入項目」、「控除又は納付項目」
は、その名称と金額を該当する欄の空いている行に記入してください。

財形貯蓄（ 年金 ・ 住宅 ・ 一般 ）

SAMPLE

- 29 -



5

前期からの繰越金
（手持ち現金） 円

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

現金収入又は現金支出

❶収入の種類又は
支出の品名及び用途

❷現金収入 ❸現金支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

日（　　  曜日）

Ⅲ

（円） （円）

円本日の現金残高

SAMPLE

- 30 -



6

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

※プリペイド（前払い）方式の電子マネー（Suicaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「3」（プリペイド）を○で囲んでください。

※ポストペイ（後払い）方式の電子マネー（PiTaPaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「4」（ポストペイ）を○で囲んでください。

❷金額
自分の店の商品は
販売額を記入します

クレジット
掛買い・月賦 電子マネー

一
括
払
い

分
割
払
い

プ
リ
ペ
イ
ド

（
前
払
い
）

ポ
ス
ト
ペ
イ

（
後
払
い
）

商

品

券

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド

口
座
間
振
込
等

自
分
の
店
の
商
品

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8

備考

クレジット・電子マネーなど
現金以外による購入Ⅳ

❶品名、用途及び購入方法
該当する番号を〇で囲んで
ください（　　　　　　　　　　    ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

（円）

1 2 3 4

SAMPLE

- 31 -



7

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

現金収入又は現金支出

❶収入の種類又は
支出の品名及び用途

❷現金収入 ❸現金支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

日（　　  曜日）

Ⅲ

（円） （円）

円本日の現金残高

SAMPLE

- 32 -



基幹統計調査

この調査は，統計法に基づき政府が実施する

基幹統計調査です。秘密の保護には万全を期して

いますので，ありのままを記入してください。

無職 勤・無
以外

SAMPLE

- 33 -

005235
テキストボックス
別紙２－４ 家計簿Ｂ（単身）



1 2 

SAMPLE

- 34 -



2 

SAMPLE

- 35 -



3 

前期からの繰越金
（手持ち現金） 円

4

SAMPLE

- 36 -



4

SAMPLE

- 37 -



SA
M
PL

E

別紙２－５

- 38 -



SA
M
PL

E

別紙２－６

- 39 -



SA
M
PL

E

- 40 -



(注)坪を㎡に換算する場合は３．３倍にする。

備考

1 2 3 1 2

民営・自営・官公

2

単身赴任・出稼ぎ

そ の 他

（20）建築時期（持ち家のみ）

平成以降　→　　　　　　　　年

(１)住居の延面積

9

9

6 7

2 32

1

1
人

2 3 1 2

2

3

2
民営・自営・官公

人

（特に説明を要する事項、例えば無償家賃の
事情などを記入します。）

9

（17）住居の所有関係

1 2

1 2

1

3

4

5

6 1 2

1 9

5

1

1

1

1

2

8

8

1

3

5 6 7 8

9872 3

正
規

左
記
以
外

1 2
非
就
業

3 私
立

保
育
所

小
学
校

事
業

内
職職

業

幼
稚
園

1 2 3 2 2 3１ 1

産
業

給　与
支　給
予定日

雇用者数又

は使用人数

1 2

2

2

3 12 3

2 3

2 3

2 3 1

1

人

3

民営・自営・官公

人
民営・自営・官公

1

民営・自営・官公

人

満年齢

続き柄

(3)

2

(15)

専
修
学
校

男

家　計　調　査

世　帯　主 本　人

世　 帯　 票

(4)

基幹統計調査
総務省統計局

2　二人以上

81 21 2 3 1

2

1

本人のしている

仕事の内容

1　単　　身

(1)

氏    名    及    び

世帯主との続き柄

就非別

就業 非

（歳）

(5)

名　  　称 事 業 内 容

(6) (7)

1

1 2

(2)

1
女
2

性別

981 2 3 4 5 6 7

住　所

世帯主
氏　名

市
区
郡

丁目

4 5 6

2

4

1

1

4

5 63

電話

(9)

町

村

(11)(10)

7

1 2 3 41 2 5 6 7

2 4

調
査
員
印

指
導
員
印

副業等
の状況

記入開始

記入終止

番地

(13)(8)

※二人以上の世帯について

(14)(12)

月

本業の勤め先又は自営事業

単位区符号 一連世帯番号
 １　最初に抽出された世帯

 ２　その他の世帯

市町村番号

( )

※二人以上の世帯のみ記入

番

調査世帯番号 抽出区分

7

年

年

(16)

各
種
学
校
・
塾
な
ど

月

国
公
立

副
業

5 6

日

日

大
学
・
大
学
院

高
校

短
大
・
高
専

中
学
校

4

在学者の学校の種別

（18）面　　積 （19）居住室数・畳数

(1)居住室数

室

(2)居住室の畳数

1

2

※臨時交替の場合に前調査世帯について記入します。

㎡

(３)敷地面積
　（持ち家のみ）

㎡

㎡ 畳

1

2

3
6 給与住宅（社宅・公務員住宅など）

5 都市再生機構・公社等の賃貸住宅

4 公営の賃貸住宅

3 民営の賃貸住宅（借間を含む） (２)うち業務用面積

年 日

記 入 終 止 月 日

月

調査世帯番号 一連世帯番号 世 帯 主 氏 名

昭和以前

2 持ち家（その他）

1 持ち家（一戸建）

 交替の理由

学業等のため

そ の 他

人

人

人

（21）家族で同居していない者の数

※　二人以上の世帯について

世帯人員

人

無　職

勤・無以外

勤 　労

1

2

3

入院中・介護施設に入所

2

就業人員

人

3

3

民営・自営・官公

人

1

2

※単身世帯について

自　　　　炊

外　　　　食

まかない付3

（22）世帯の形態 （23）主な食事の形態

1

秘

SA
M

PL
E

別紙２－７

-
 4

1
 -



・

（借間を含む）SA
M
PL

E

別紙２－８

- 42 -



別紙３

都 道 府 県

全 国 都市階級 地 方 庁 所 在 市 市 町 村

１－１ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二・勤･無 月・年 月・年 月・年
（二・勤のみ）

月・年
（二・勤のみ）

１－２ 都市階級・地方別（構成比） 二・勤 月・年 月・年 月・年

１－３ 市町村別 二・勤 年（主要項目のみ）

２－１ 世帯主の定期収入階級別 勤 月・年

２－２ 世帯主の定期収入五分位階級別 勤 月・年

２－３ 年間収入階級別 二・勤・無 月・年
年

（二・勤のみ）
年

（二・勤のみ）

２－４ 年間収入五分位階級別 二・勤 月・年 年 年

２－４ 年間収入五分位階級別（うち住宅ローン返済世帯） 勤 月・年 年 年

２－５ 年間収入十分位階級別 二・勤 月・年

２－６ 住居の所有関係，年間収入階級別 二・勤 年

２－７ ４人世帯（有業者１人）－年間収入階級別 勤 年

２－８ ４人世帯（有業者１人）－年間収入五分位階級，住居の所有関係別 二・勤 年

３－１ 世帯人員別 二・勤・無 月・年

３－２ 世帯主の年齢階級別 二・勤・無 月・年

３－３ 世帯主の職業別 二 月・年 年 年

３－４ 世帯主の産業別 勤 月・年

３－５ 世帯主の勤め先企業規模別 勤 月・年

３－６ 世帯類型別 二・勤 月・年

３－７ 住居の所有関係別 二・勤・無 月・年
年

（二・勤のみ）
年

（二・勤のみ）

３－８ ４人世帯（有業者１人）－世帯主の年齢階級別 勤 年

３－９ 有業人員別 二・勤 月・年

３－９ 有業人員別（うち核家族世帯） 二・勤 月・年

３－10 住宅ローン返済世帯－世帯主の年齢階級別 勤 年

３－11 妻の就業状態，世帯類型別 勤 月・年

３－12 （高齢者のいる世帯）世帯主の就業状態別 二 月・年

３－13 世帯人員，世帯主の年齢階級別 二 月

６－１ 用途分類による１世帯当たり１か月間の収入と支出及び対前年（度・同期・同月）増減率 二・勤・勤外・無 月・四半期・年・年度

６－２ 用途分類項目の平均金額及び中央値 二・勤 月・年（主要項目のみ）

６－15 用途分類による日別支出 二・勤 日

都 道 府 県

全 国 都市階級 地 方 庁 所 在 市 市 町 村

１ （実数，構成比，増加率） 単・勤・勤外・無
四半期・年

・年度

２ 男女，年齢階級別 単・勤 四半期・年

３ 都市階級・地方別 単・勤 四半期・年 四半期・年 四半期・年

４ 年間収入五分位階級別 単・勤 年

５ 年間収入階級別 単・勤 年

６ 職業別 単 年

７ 産業・勤め先企業規模別 勤 年

８ 住居の所有関係別 単 年

１ （実数，構成比，増加率） 総・勤・勤外・無
四半期・年

・年度

２ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 総・勤・勤外 四半期・年 四半期・年 年

３ 年間収入五分位・十分位階級別 総・勤 四半期・年

４ 世帯人員・世帯主の年齢階級別 総・勤 四半期・年

５ 世帯主の職業別 総 年

６ 世帯主の産業・勤め先企業規模別 勤 年

７ 住居の所有関係別 総・勤 年

８ （住宅ローン返済世帯）世帯主の年齢階級別 勤 年

９ （高齢者のいる世帯）世帯主の就業状態別 総 年

１世帯当たり1か月間の収入と支出

1　二人以上の世帯

用

途

分

類

２　単身世帯
１世帯当たり１か月間の収入と支出

表番号

用

途

分

類

地    域    区    分

集    計    区    分 世 帯 区 分表番号

家計調査集計事項一覧
家計収支編

地    域    区    分

集    計    区    分 世 帯 区 分

３　総世帯
１世帯当たり１か月間の収入と支出
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都 道 府 県

全 国 都市階級 地 方 庁 所 在 市 市 町 村

４－１ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二・勤・無
月・四半期・

年
月・四半期・

年
月・四半期・

年
月・四半期・

年

４－２ 年間収入階級別 二・勤 年

４－３ 年間収入五分位階級別 二・勤 年

４－６ 世帯主の年齢階級別 二・勤
月・年

（月は二のみ）

６－16 品目分類による日別支出 二・勤 日

９ 実数，購入頻度及び購入世帯数 単・勤 四半期・年

１０ 男女，年齢階級別 単・勤 年 

１１ 年間収入五分位階級別 単・勤 年 

１２ 年間収入階級別 単・勤 年 

１３ 男女，年齢階級別１世帯当たりの財・サービス区分別 単・勤 年 

１０ 年間収入五分位階級別 総・勤 四半期・年

１１ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 総 年 年 年 年 
１２ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別の財・サービス区分別 総・勤 年 年 年 年 

５－１ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別（抽出率調整済実数） 二・勤 月・年 月・年 月・年 月・年

５－２ 世帯人員別（抽出率調整済実数・10万分比） 二・勤 年

５－５ 世帯主の定期収入五分位階級別(抽出率調整済実数･10万分比･万分比) 勤 年

５－６ 年間収入階級別（抽出率調整済実数） 二・勤 年

５－７ 年間収入五分位階級別（抽出率調整済実数・10万分比・万分比） 二・勤 年

５－８ 年間収入十分位階級別（抽出率調整済実数・10万分比） 二・勤 年

５－10 世帯主の職業・産業別（抽出率調整済実数・10万分比） 二 年

５－10 世帯主の職業・産業，勤め先企業規模別（抽出率調整済実数・10万分比） 勤 年

２　単身世帯
各種世帯属性別世帯分布

１４ 男女，年齢階級，世帯属性別 単・勤 年

１５ 都市階級・地方，世帯属性別 単・勤 年 年 年

３　総世帯
各種世帯属性別世帯分布

１３ 世帯人員・世帯主の年齢階級，世帯属性別 総・勤 年

品

目

分

類

世
　
帯
　
分
　
布

地    域    区    分

集    計    区    分 世 帯 区 分表番号

３　総世帯
１世帯当たりの品目別支出金額

1　二人以上の世帯
各種世帯属性別世帯分布

1　二人以上の世帯
1世帯当たりの品目別支出金額

２　単身世帯
１世帯当たりの品目別支出金額
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都 道 府 県

全 国 都市階級 地 方 庁 所 在 市 市 町 村

各種世帯属性別世帯分布

11－1 世帯主の年齢階級別 初・調 年

11－2 世帯人員別 初・調
年

（二のみ）

11－3 有業人員別 初・調
年

（二のみ）
11－4 世帯主の職業別 初・調 年

11－5 住居の所有関係別 初・調 年

都 道 府 県

全 国 都市階級 地 方 庁 所 在 市 市 町 村

７－１ 貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級，年間収入階級別 二・勤 四半期・年

７－２ 住宅・土地の購入計画の有無別 二・勤 四半期・年 　 　

７－３ 貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級，世帯主の年齢階級別 二・勤 四半期・年

８－１ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二・勤 四半期・年 四半期・年 四半期・年 四半期・年

８－２ 年間収入階級別 二・勤 四半期・年

８－３ 年間収入五分位・十分位階級別 二・勤 四半期・年

８－４ 世帯主の職業別 二 四半期・年

８－５ 世帯主の年齢階級別 二・勤 四半期・年

８－６ 住居の所有関係別 二・勤 年

８－７ 世帯主の勤め先企業規模別 勤 年

８－８ 世帯類型別 二・勤 年

８－９ 妻の就業状態，世帯類型別 勤 年

８－10 （高齢者のいる世帯）世帯主の就業状態別 二 年

８－11 貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別 二・勤 年

８－12 住宅・土地の購入計画の有無別 二・勤 四半期・年

８－13 貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級，世帯主の年齢階級別 二・勤 年

８－20 住宅の建築時期別 二・勤 年

８－21 住宅の建築時期，世帯主の年齢階級別 二・勤 年

８－22 年間収入五分位・十分位階級別 二・勤 年

８－23 世帯主の職業別 二 年

８－24 世帯主の年齢１０歳階級別 二・勤 年

８－30 各種世帯属性，貯蓄現在高，貯蓄・負債現在高の差額階級別世帯分布 二・勤 四半期・年

８－31 各種世帯属性，負債現在高階級別世帯分布 二・勤 四半期・年

(注１） 世帯区分の内訳は次のとおり。 （注３） 地域区分の「市町村」には都道府県庁所在市は含まれない｡

　「二」は二人以上の世帯 （注４） 　「日」は日平均

　「単」は単身世帯 　「月」は月平均

　「総」は総世帯（単身世帯と二人以上の世帯を合わせた世帯） 　「四半期」は四半期平均

　「勤」は「二」「単」「総」それぞれの区分のうち勤労者世帯 　「年」は年平均

　「勤外」は「二」「単」「総」それぞれの区分のうち勤労者以外の世帯 　「年度」は年度平均

　「無」は「二」「単」「総」それぞれの区分のうち無職世帯 （注５） 用途分類、品目分類及び世帯分布については次のとおり。

（注２） 標本区分の内訳は次のとおり。 「用途分類」は、世帯で購入した商品を、その世帯で使うか、

　「初」は最初に抽出された世帯（準調査世帯を含む。） それとも他の世帯に贈るかという使用目的によって分類する

　「調」は実調査世帯 もの。

　｢準」は準調査世帯 「品目分類」は、用途にかかわらず、同じ商品は同じ項目に

分類するもの。

「世帯分布」は，各区分に該当する世帯数の割合を調整集

計世帯数を使って表したもの。

世
帯
分
布

各種世帯属性別世帯分布

用
途
分
類

１世帯当たり１か月間の収入と支出

貯
　
蓄
　
・
　
負
　
債

貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

持家世帯：貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

負債保有世帯：貯蓄及び負債の１世帯当たり現在高

貯蓄・負債編

地    域    区    分

集    計    区    分 世帯区分表番号

地    域    区    分

集    計    区    分 標本区分表番号

世
 

帯
 

分
 

布

４　二人以上の世帯及び単身世帯
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別紙４

印刷物
[家計収支編]
　年　月分（月平均） 原則として、 家計調査報告

調査月の翌々
・収入と支出 月上旬

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 〃
四半期の最終

・収入と支出 調査月の翌々
月上旬

　年（年平均） 原則として、 〃
調査年の翌年

・収入と収支 ２月

　年（月平均、四半期平均、年平均、年度平均） 原則として、
調査年の翌年
６月頃の予定

・収入と支出
・世帯属性別収入と支出
・世帯属性，品目別支出金額等

[貯蓄・負債編]
　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、 家計調査報告

四半期の最終
・貯蓄と負債 調査月から４

か月後
　年（年平均）

原則として、 〃
・貯蓄と負債 調査年の翌年

５月
　年（四半期平均、年平均）

原則として、
調査年の翌年

・収入と支出 ９月頃の予定
・貯蓄と負債

●二人以上の世帯（全国）

●二人以上の世帯 家計調査年報<Ⅱ貯
蓄・負債編>（全国、都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯（全国）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯（全国）

家計調査年報<Ⅰ家計
収支編>●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯

（全国、都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯（全国）

結果の公表の方法及び期日一覧

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備　　　考

●二人以上の世帯（全国）
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[家計収支編]
　年　月分（月平均、日平均） 原則として、

●二人以上の世帯 調査月の翌々
月上旬

・収入と支出
・品目別購入数量、支出金額等
・日別支出
・世帯属性別世帯分布

・収入と支出
・品目別支出金額等
・世帯属性別世帯分布

　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、  　　〃

四半期の最終
調査月の翌々

・収入と支出 月上旬
・品目別購入数量、支出金額等

・品目別支出金額等

　年（年平均） 原則として、  　　〃

調査年の翌年
２月

・収入と収支
・品目別購入数量、支出金額等
・世帯属性別世帯分布

　年度（年度平均） 原則として、  　　〃
調査年の翌年

・収入と支出 ５月

[貯蓄・負債編]
　年　月～　月期（四半期平均） 原則として、  　　〃

四半期の最終
調査月から４

・収入と収支 か月後
・貯蓄と負債
・世帯属性別世帯分布

・貯蓄と負債

　年（年平均） 原則として、  　　〃

調査年の翌年
５月

・収入と収支
・貯蓄と負債
・世帯属性別世帯分布

・貯蓄と負債

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯（全国）

●二人以上の世帯
（全国）

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯
（全国）

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯
（全国）

（都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

●二人以上の世帯、総世帯及び単身世帯
（全国，都市階級、地方、都道府県庁所在市別）

公表の方法 公表に係る集計事項 公表の期日 備　　　考

インターネット
による公表及び

閲覧 e-Stat、
総務省ホームページ
及び
総務省統計図書館

（全国）
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家計調査の実施の必要性及び利用状況 

１ 家計調査の実施の必要性 

（１）調査の目的・必要性 

家計調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第４項に規定する基幹統

計である家計統計（国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを

目的とする基幹統計）を作成するための調査である。 
家計調査は、国民の生活の実態とその変化を家計の面から明らかにすることで、

国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を作成するために不可欠である。 
 
（２）他調査との重複 

 国民生活における家計収支に関する統計調査としては、本調査の他に、全国消

費実態調査がある。しかし、これは、５年に一度の周期調査であることから、本

調査を代替することはできない。 

 したがって、本調査と他の類似統計調査との重複は合理的な範囲を超えていな

いと考える。 

 

（３）行政記録情報の利活用 

本調査内容を代替する、あるいは本調査に活用できる行政記録情報は存在しな

い。 

 

（４）事業所母集団データベースを利用した重複排除等 

 本調査は、世帯を対象とした調査であり、事業所母集団データベースは利用し

ない。 

 

２ 家計調査結果の利用状況 

行政施策上の利用等 
 ① 政府の経済分析 
   月例経済報告、景気動向指数に利用されている。 
 ② 消費者物価指数の作成 
   消費者物価指数の作成に用いるウエイトの算定に利用されている。 
 ③ 社会保障政策 
   基礎年金額、生活保護基準などの基礎資料として利用されている。 
 ④ 税制 
   各種税の税率や負担、各種控除に関する検討のための基礎資料として利用されている。 
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 ⑤ 食料の需給と価格の分析 
   穀物や野菜、果実など食料全般の分析に利用されている。 
 ⑥ 農村対策 
   農村の抱える問題の検討のために利用されている。 
 ⑦ 米対策 
   米の生産調整に関する検討のために利用されている。 
 ⑧ セーフガード 
   セーフガード発動による影響の検証のために利用されている。 
 ⑨ 公務員関連 
   公務員の給与や手当の算定の基礎資料として利用されている。 
 ⑩ 住宅政策 
   住宅取得能力の分析に利用されている。 
 ⑪ 国民経済計算の推計 
   国民経済計算における民間最終支出のうち家計消費支出の推計に利用されている。 
 
白書等における分析での利用 
 ① 経済財政白書 
   低所得者層における消費支出に利用されている。 
 ② 労働経済白書 
   勤労者世帯の収入と支出の推移に利用されている。 
 ③ 高齢社会白書 
   世帯主の年齢階級別１世帯当たりの貯蓄・負債残高、年間収入、持家率に利用されている。 
 ④ 観光白書 
   旅行関連の支出の推移に利用されている。 
 
地方公共団体における利用 
 ① 社会福祉 
   生活保護費特別基準の算定資料として利用されている。 
 ② 環境対策 
   二酸化炭素排出量の推計に利用されている。 
 ③ 産業振興 
   商店街活性化対策、卸売市場整備計画作成のための基礎資料として利用されている。 
 ④ 政策の評価 
   米消費拡大事業の政策評価に利用されている。 
 
民間企業や各種団体における利用 
 ① 食品及び食品関連企業におけるマーケティングの基礎資料として利用されている。 
 ② 食生活の動向と食料需給の分析のために利用されている。 
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